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リコール届出の流れ

※1： メーカーには監査の実施等に
より指導・監督を行っている。

※2： 必要な場合には、（独）交通安
全環境研究所リコール技術検証
部において技術的検証を行う。

※3： 虚偽報告、リコールの届出義
務違反、リコール命令に従わない
場合には、罰則（懲役1年以下、罰
金300万円以下、法人罰金2億円
以下）が科せられる。

リコールの勧告、命令

国土交通省の役割

リコール制度の趣旨

①不具合情報の収集・分析。
②メーカーのリコールへの取組状況の調査。
③取組状況が不適切であれば指導又は監査等。
④事前届出内容が不適切であれば改善指示。

⑤メーカーが自主的にリコールを行わず、かつ、事故が
頻発している場合には勧告・命令。

近年のリコール届出件数及び対象台数

年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

件数 ３５５ ３６８ ３６４

対象台数 ９，５５７，８８８ １８，９９０，６３７ １５，８４８，４０１

（※３）

（※３） （※２）

（※２）

（※３）

（※３）

（※１）

リコール制度の概要について
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設計・製作の過程に問題があったために安全・環境基
準に適合していない（又は適合しなくなるおそれがある）
自動車について、自動車メーカーが自らの判断により、
国土交通大臣に事前に届出を行い、対象車を回収し、無
償で修理を行い、事故・トラブルを未然に防止する制度。
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件数：364件
対象台数：1,585万台
（平成28年度）

リコール届出件数及び対象台数の推移（年度）

対
象
台
数
（千
台
）

届
出
件
数
（件
）

年度 5
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タカタ製エアバッグ問題の経緯

不具合発生の状況

2004年以降、硝酸アンモニウムを使用したタカタ製エアバッグのガス発生装
置（インフレータ）が異常破裂し、金属片が飛散する不具合が発生。

日本国内での走行中の事故： ８件 うち死者数：０名 （負傷者数：２名）

全世界での走行中の事故：約２００件 うち死者数：少なくとも１８名

2008年以降、米国では累計４，２００万台以上、全世界では累計８，１００万
台以上がリコール対象となった。

日本国内では、2009年以降自動車メーカー等２４社から延べ１３４件のリコール
が実施されており、
累計１，８８３万台が対象。（2017年9月時点）

米国12名＜2009年2名、2013年1名、2014年2名、
2015年4名、2016年3名＞

マレーシア5名＜2014年1名、2016年4名＞
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エアバッグの構造

エアバッグ・インフレータの作動原理

コンピュータがエアバッグをふくらま
せる必要があると判定すると、イン
フレータ（ガス発生装置）に着火さ
れ、燃焼による化学反応でガスが
発生し、エアバッグがふくらむ。



タカタ製エアバッグ問題への国土交通省の対応

① リコール対象車両の早期改修

自動車メーカーに対し、ユーザーに確実にリコール情報を伝達し、早期の改修促進策の
検討・実施を指示。

タカタ及び自動車メーカーに対し、他のインフレータ製作者とも協力し、交換部品の供給を
確保するよう指導。

２０１５年３月以降、運輸支局において、タカタ製エアバッグのリコール未改修車に対し、
車検証交付時に警告文を交付。２０１５年１１月以降、ダイレクトメール未達のユーザー対
策として、車検証交付時に住所変更を促す取組を実施。

２０１５年４月以降、国土交通省としても、リコール未改修車のユーザーの一部に対し、ダ
イレクトメールを送付するほか、職員による個別宅への訪問を実施。

【対応】

リコール届出された車両について、早期に改修を実施することが課題。

【背景】
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タカタ製エアバッグ問題について

○ 平成２７年３月より、運輸支局において、タカタ製エアバッグのリコール未改修車に対
し、車検証交付時に以下の警告文の交付を順次開始。
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タカタ製エアバッグ問題について

○ タカタ製エアバッグのリコール対象車両
の更なる改修の促進のため、右のとおり
関係メーカーへの問い合わせ先を案内し
たチラシ及びポスターを作成。

平成２７年１２月より、運輸支局等におい
て配布・掲示中。
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（参考）メーカーによるDMが届かない自動車への対応

○ 平成２９年５月より、DMの届かない車両について、国よりMOTASの情報（整
備事業者名）を自動車メーカーへ提供し、整備事業者に顧客への連絡を依頼
する取組を実施。

自動車製作車等
（系列ディーラー）

整備事業者 リコール対象ユーザー

リコール通知の
ダイレクトメールの送信

転居により
住所不明でDM不達

協力要請を受け
使用者へ連絡

連絡を受け整備事業者
又はディーラへ連絡

リコール改修の実施

整備事業者

DM送付

DM不達ユーザー
の車両を前回整備
した整備事業者へ
協力依頼

作業完了の報告
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対象車両の拡大スケジュール

② リコール対象車両の拡大

２０１６年５月、国内の自動車メーカーによるリコールの拡大スケジュール（対象約７
００万台）をとりまとめ自動車メーカー等に対し、当該スケジュールを可能な限り前倒
してリコールするよう指導

【背景】 タカタ等によるエアバッグインフレータの不具合に係る原因調査において、乾燥剤
の入っていないものについては、その中にある火薬が、湿気のある状態で長期間の
温度変化にさらされると劣化することが明らかになった。

【対応】
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硝酸アンモニウムを使用したタカタ製インフレータの取扱い

③ 硝酸アンモニウムを使用したタカタ製インフレータの取扱い

２０１５年１２月、予防的措置として、硝酸アンモニウムを使用したタカタ製インフレータの
使用縮小・停止に向けた方針をとりまとめ、タカタ及び自動車メーカーなどに対し、適切
に対応するよう指導。
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これまでの対応を踏まえての改修状況
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車検で止める措置の背景

１．背景
タカタ製エアバッグは、ガス発生装置（インフレ―タ）
が異常破裂し、金属片が飛散する不具合が発生している
ため、平成２１年以降リコールを実施している。
これまでも、未改修車に対し車検時に警告文の交付を行
う等の改修促進の取組を進めているが、本年７月の国内
の改修率は７８．１％であり、なお約４１０万台の未改
修車があること、異常破裂による死者が全世界で少なく
とも１８人を数え、一刻も早い改修が必要であること等
を踏まえ、これまでの取組に加え、新たに、異常破裂す
る危険性が高い未改修車について、車検の際に改修の有
無をチェックした上で未改修車は車検を更新しない措置
を講ずる。
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車検で止める措置の概要

○道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の特例に関する
告示を制定

これにより、継続検査等において、道路運送車両の保安基準の
細目を定める告示（平成１４年国土交通省告示第６１９号）第１７８
条第１項、第８項及び第９項の規定にかかわらず、これらの規定に
規定する基準に適合しないものとして取り扱うものとする。

平成３０年 ５月 １日 施行予定
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パブリックコメント募集意見の結果

整備関係法人, 5

その他法人, 2

整備事業者, 21
個人, 17

その他, 13

整備関係法人 その他法人 整備事業者 個人 その他

賛成, 4

反対, 4

意見・要望, 55

その他, 2

賛成 反対 意見・要望 その他

意見提出先の業種 意見の種類

平成２９年８月３０日から９月２９日までパブリックコメントを実
施したところ、５８件の意見が寄せられた。
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パブリックコメント意見募集の結果

0 2 4 6 8 10 12 14

その他、疑問等

メーカーの体制に関する意見・要望

費用負担等に関しての意見・要望

措置に対する意見・要望

周知の強化に関する意見・要望
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車検で止める措置の概要

○特例告示の適用（通達第６条）
MOTAS等へ検査記録のためにOCRシートを読み込む場合
※OSS申請の際には、申請がなされた際

○該当した場合、（通達第５条）
自動車製作者等が発行する改善措置済証を運輸支局等にて確
認を行う。

○改善措置済証の提出がない場合、
自動車検査証の備考欄に「特例告示対象」である旨の記載（手
書き等）と受付日付印を押印し、申請書並びに添付書類を申請者
へ返却する。（放置違反金滞納と同様の扱い）
※１５日以内であれば、審査結果通知は有効として処理可能。
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ＯＣＲシート投入時における措置対象車の保安基準適合性の判断

ＯＣＲシート投入時の事務処理の流れ

① ＯＣＲシートを投入し自動車登録検査業務電
子情報処理システムにより措置対象車か否かの
判断を行うものとする。

② 判断の結果、措置対象車にあっては、「改善
措置済証」の提出を求めるものとする。

③ 「改善措置済証」を提出するまでの間は、提
出書面不備として扱うものとする。
※保安基準不適合としては扱わない。

ＯＣＲシート投入

対象外車、
改善措置済車

未改修車

改善措置済証

提出無し

提出有り

提出書面不備

更新

リコール改修

改善措置
済証発行
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車検で止める措置の概要

自動車製作者等の取組
● 改善措置済証の発行（通達第２条）

● リコール改善状況のMOTASへの反映（通達第４条）

● 未改修車両の検索システムの構築（通達第７条）

● 改善の早期実施（通達第８条）

● 改善促進のための配慮義務（通達第９条）

開始前までに未改修車両の報告
改修が済んだものは滞りなくフラグ解除のための報告

改修促進を図るため周知を徹底し、体制を確保し、対象車
両が有効期間を満了する前に改修を実施すること。

ユーザーや整備事業者が未改修車両を持ち込む場合に
は、負担の軽減を図りつつ、早急かつ円滑に改修が実施さ
れるよう特に配慮しなければならない。
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車検で止める措置の対象範囲

① 原因が特定されたリコール
② 予防的リコールのうち、国内で異常破裂したインフレータと同じタイプを使用した、次
のエアバッグを搭載した車両に係るリコール
運転席：平成２２年以前の仕様のＳＤＩタイプのインフレータを使用したエアバッグ
助手席：平成２２年以前の仕様のＳＰＩタイプのインフレータを使用したエアバッグ

車検時に警告文を交付するなど既にユーザーに対して改修の必要性について十分周知されてい
ると考えられる平成２８年４月以前にリコール届出されているものであって、異常破裂する危険
性が高い特定のインフレータを使用したエアバッグを搭載した、次のリコールの未改修車（以下
「措置対象未改修車」）を対象範囲とする（平成２９年９月末時点で約１４１万台）。
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原因特定リコールと予防的リコールについて

原因が特定されたリコールとは
● タカタにおけるエアバッグ・インフレータの製造管理が不適切
であったために発生した不具合のリコール
【主な原因】
① 火薬管理上の問題

火薬の保管状況が不適切であり、ガス発生剤が吸湿して
いたもの。

② 製造上の不具合
・インフレータの気密性が不十分であった。
・インフレータのガス発生剤が不足していた。
・火薬の成型荷重が不足していたものを使用していた。

予防的リコールとは
● 原因が特定されていない段階でも、僅かに事故の可能性
があるものについてのリコール
主に、２０１５年５月以降のリコール届出
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措置の対象業務

● 新規（中古）検査

● 継続検査

● 構造等変更検査

● 予備（中古）検査

● 臨時検査

・移転登録、番号変更、抹消登録等の検査業務以外の場合には
措置の対象とはならないが、警告文が交付されるので、ユー
ザーへお渡しください。

・また措置対象車が一時抹消登録の申請を行った場合、申請は
受理した上で警告文は交付いたしますので、一時抹消登録証明
書と合わせて保存するよう所有者にお伝え下さい。



車検制度を活用したリコール改修促進のフローイメージ

車検入庫

ユーザー

その他の整備工場

①検索システムにより、未改修
車であるか確認

②該当する場合、ディーラーと
連携し改修

未改修車であれば改修

ディーラー

①検索システムにより、未改修
車であるか確認

②該当する場合、ディーラーに
持ち込み改修

ユーザー車検

車 検

ディーラー等
で改修

未改修車であれ
ば、車検の有効期
間の更新を行わ
ない。
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整備事業者の皆様に必ず行っていただきたい事項

対象メーカー（※1）か

改修実施事業者（ディーラー）
との調整・改修

【※1対象メーカー】
・いすゞ ・スバル ・ダイハツ
・トヨタ ・レクサス ・日産
・BMW ・ホンダ ・マツダ ・三菱

未改修車両か
（検索システムで確認）

「メーカー名」・「車台番号」の確認
（予約時、入庫時、顧客名簿、定期点検時など）

車検申請手続

検索システム

・ユーザーから入庫の連絡を受けたときは必ず「メーカー名」と「車台番号」を確認し、未改
修車両かどうか確認してください。

・未改修車両の入庫が決定したときは、すみやかにディーラー等に連絡のうえ、改修のス
ケジュールや段取りを調整してください。

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

改善措置済証提出

未改修車両であるかを検索システム等で事前に確認しないと、有効期間の更新手続きが
行われないおそれがあります。

注：ディーラーが改修してから
国土交通省の保有するシステ
ムに反映されるまで10日程度
掛かります。
改修日によってはOSS申請が
できないおそれがあります。28

注：BMWはメーカー窓口へお問い合わせください。
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検索システムについて

30

https://www.jaspa.or.jp/user/mycar/application/recallsearch.html

検索システムについて
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検索システムの運用イメージ

32

検索結果イメージ

※検索結果表示はメーカーによって異なります。

暫定イメージ

暫定イメージ



検索システムの表示例

トヨタ

ホンダ

ニッサン

クリック

車台番号入力

車台番号入力

車台番号入力

メーカー選択

33
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検索システム各社の対応状況

株式会社ＳＵＢＡＲＵ 平成２９年 ９月済み

トヨタ自動車株式会社 平成２９年 ９月済み

日産自動車株式会社 平成２９年１０月済み

本田技研工業株式会社 平成２９年１０月済み

マツダ株式会社 平成２９年１０月済み

いすゞ自動車株式会社 平成２９年１１月予定

ダイハツ工業株式会社 平成２９年１２月予定

ビー・エム・ダブリュー株式会社 平成３０年 ３月予定

三菱自動車工業株式会社 平成３０年 ３月予定

各社の対応状況
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MOTAS端末からの帳票出力

措置対象車への通知文（イメージ）

36

改善措置済証について

改善措置済証

改修が完了した車両には、改善措置済証をメーカーが発行する。（通達第２条）

対象車両であるにもかかわらず、提出のない車両は、保安基準適合性の確認・判断が
できないものとして「提出書面不備」とする。（再申請の際の手数料はかからない。）
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改善措置済証について

【記載例】

○○自動車株式会社
東京都○○××２－２－２

株式会社○○自動車
東京都港区××－××
０００－０００－００００

自動車製作者等

管理番号

※業販店への委託の場合には、作業実施事業所名の記載を備考に行う。

平成
２９ × ×

36×× ABC12-12345 国土３３０あ１２３４

HM0000001

ディーラ等
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エアバッグが取り外された場合の取扱い

（通達）
第２条 リコール届出をした自動車製作車等は、未改修車両についてリコール届出に係る改修を実施しよう
とするとき又は不具合部品が取り付けられていないことを確認すること等により当該改修を実施したもの
とみなすことができると判断したときは、当該改修を実施する事業者に対し、改善措置済証の用紙を発行
しなければならない。
第３条 未改修車両についてリコール届出に係る改修を実施した事業者は前条第１項の規定により自動車
製作者等が発行した改善措置済証の用紙に署名して、これを当該自動車の使用者へ交付しなければ
ならない。

→ メーカーの発行する改善措置済証にて確認を行うこととする。

この場合、ＭＯＴＡＳへ改修済みとして反映させることとするが、あくまでも改修が完
了したものとしては見なさないため、メーカーは引き続き、監視を行うことになる。

改善措置済証を紛失した場合の取扱い

→ メーカーにて再発行をしてもらうことになる。

改善措置済証について
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ＯＳＳ申請を活用される整備事業者の方へ

申
請
者

申
請

受
付
審
査

運
輸
支
局
等
職
員

納
付

（
検
査
手
数
料
）

審
査

出
頭

交
付

書
類
受
領

納
付

（
自
動
車
重
量
税
）

審
査
Ｎ
Ｇ
の
場
合

の
手
順

● OSS申請時には、受付審査時に原簿照会を行い、措置対象車で
あった場合は、受け付けないこととする。

● ポータルサイトへ通知されるので、申請代理人は、確認した後に
【電子保適＋ＯＣＲシート等】による窓口申請切り替えることとなる。

リコール未改修車である場合は、ＯＳＳ申請はできません。
※電子保適は利用可能です。
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問い合わせ対応

● 支局等へ直接問い合わせがあった場合には、自動車メーカーの窓口若しくは自動車
メーカーが開設する専用ヘルプデスクを案内して下さい。

※網掛けが今回の措置の対象メーカーになります。


